
 内閣府 青年国際交流 検索 

派遣期間：201 年11月14日～11月25日

※事前研修・直前研修・帰国後研修の各研修を併せて実施しており、これらすべてへの参加が必須となります。

※事業参加希望者は必要申請書類等を内閣府ＨＰからダウンロードし、下記担当宛に御応募ください。

TEL:03- -  FAX:03-3581-1609
内閣府青年国際交流

〒１００ー８９１４ 東京都千代田区永田町１－６－１

20 年8月31日（ ）

応募締切日 

（ 平日 ９：３０～１８：１５ ）

 日本及び中国の青年が相互に相手国の

各地を訪問し、青年の交流・産業・文

化・教育等の諸施設の訪問等、各種の

活動を行うことにより、両国青年相互

の理解と友好の増進を図ることを目的

とするもので、日本政府と中国政府の

共同事業として実施しています。 

 日本・中国青年親善交流事

業は、昭和５３年に日中平和

友好条約が締結されたことを

記念して、昭和５４年度から

開始されたもので、本年度

は３ 回目にあたります。 

又はＥメール 必着




